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﹁
全
国
の
教
会
が
被
災
沿
岸

部
を
支
援
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
﹂
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議

会
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
室

主
催
︶
と
題
し
て
、
全
国
担
当

者
会
議
及
び
視
察
が
七
月
十
一

日
︵
月
︶
と
十
二
日
︵
火
︶
の

日
程
で
仙
台
教
区
カ
テ
ド
ラ
ル

を
中
心
に
開
催
さ
れ
た
。

会
議
に
先
立
ち
平
賀
徹
夫

仙
台
司
教
の
ミ
サ
が
さ
さ
げ

ら
れ
、
平
賀
司
教
は
説
教
の

中
で
﹁
こ
の
大
震
災
を
前
に
自

問
す
る
素
直
な
気
持
ち
と
そ
こ

か
ら
一
歩
出
て
協
力
し
合
う
こ

と
の
大
切
さ
﹂
を
話
し
た
。
午

後
の
担
当
者
会
議
は
、
担
当

司
教
の
菊
地
功
新
潟
司
教
の
挨

拶
に
始
ま
り
、
カ
リ
タ
ス
ジ
ャ

パ
ン
か
ら
仙
台
教
区
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
に
出
向
し
て
い
る

成
井
大
介
神
父
︵
神
言
会
︶
と

復
興
支
援
担
当
事
務
の
濱
口

一
則
さ
ん
か
ら
支
援
の
経
過
と

現
状
報
告
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
三
月
十
七
日
︵
木
︶
に

仙
台
教
区
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

開
設
︵
情
報
収
集
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
募
集
︶
、
三
月
二
十
一

日
︵
月
︶
塩
釜
ベ
ー
ス
設
置

︵
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
宿
泊
、
地

元
の
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
連

絡
︶
、
以
後
、
石
巻
ベ
ー
ス
︵
三

月
二
十
四
日
︶
、
釜
石
ベ
ー
ス

︵
四
月
二
日
︶
、
米
川
ベ
ー
ス

︵
四
月
三
十
日
︶
と
順
次
開
設

さ
れ
た
。
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

登
録
が
千
人
を
超
え
、
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
能
力
の
限
界
と

各
ベ
ー
ス
に
お
け
る
人
材
不
足

が
分
か
り
、
全
国
の
教
会
へ
の

協
力
の
要
請
が
な
さ
れ
た
報
告

が
あ
っ
た
。
次
に
復
興
支
援
担

当
補
佐
の
神
田
裕
神
父
の
司
会

の
も
と
各
教
区
、
男
子
・
女
子

修
道
会
に
よ
る
震
災
へ
の
取
り

組
み
と
そ
の
現
状
が
発
表
さ
れ

た
。そ

れ
に
よ
る
と
さ
い
た
ま
教

区
で
は
三
月
十
九
日
︵
土
︶
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
て

い
る
も
の
の
、
他
の
教
区
に
お

い
て
は
単
独
で
被
災
地
で
活
動

し
て
い
る
司
祭
、
信
徒
が
お
り

そ
の
把
握
が
困
難
な
状
況
で
、

各
教
区
に
お
け
る
取
り
組
み
に

対
す
る
温
度
差
を
感
じ
る
と
の

こ
と
だ
っ
た
。

担
当
者
会
議
後
は
被
災
地
視

察
が
あ
っ
た
。

六
月
十
三
日
︵
月
︶
か
ら

開
催
さ
れ
た
司
教
総
会
で
、
鹿

児
島
教
区
が
属
す
る
長
崎
教

会
管
区
は
﹁
岩
手
県
を
重
点

的
に
支
援
す
る
﹂
と
の
決
定
が

あ
っ
た
の
を
受
け
、
私
は
岩
手

グ
ル
ー
プ
に
同
行
し
た
。
視
察

は
岩
手
県
北
部
に
限
ら
れ
た
の

だ
が
、
七
月
十
一
日
︵
月
︶
中

に
青
森
県
の
八
戸
市
に
移
動
し

十
二
日
の
朝
、
国
道
45
号
線
を

南
下
し
た
。
最
初
に
立
ち
寄
っ

た
の
は
長
崎
教
会
管
区
か
ら

の
司
祭
派
遣
が
決
ま
っ
て
い
る

久
慈
の
教
会
。
そ
こ
へ
派
遣
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
伊
東

成
晃
神
父
︵
福
岡
教
区
︶
も
同

行
し
て
い
た
た
め
、
今
後
、
詳

し
い
情
報
が
寄
せ
ら
れ
る
に
違

い
な
い
。
久
慈
を
過
ぎ
る
と
い

よ
い
よ
沿
岸
部
の
町
々
が
見
え

て
き
た
。
田
老
町
は
車
窓
か
ら

だ
っ
た
が
町
全
体
が
土
台
だ
け
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東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
を
視
察
し
て

現
地
の
様
子
報
告
と
教
区
で
の
取
り
組
み
を
考
え
る

を
残
し
て
消
滅
し
て
い
た
の
が

見
ら
れ
た
。
宮
古
に
行
く
と
二

人
の
司
祭
か
ら
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
た
。
二
人
と
も
数
人
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
共
に
活
動
し

て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
次

に
向
か
っ
た
山
田
町
も
津
波
で

殆
ど
消
滅
、
大
槌
町
も
壊
滅
状

態
だ
っ
た
。
た
だ
大
槌
町
の
中

心
に
あ
る
役
場
と
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
は

残
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
ホ
テ

ル
に
寄
せ
て
も
ら
っ
た
。
﹁
寿
﹂

と
い
う
名
の
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ

テ
ル
の
オ
ー
ナ
ー
は
信
者
で
、

﹁
で
き
る
な
ら
ば
今
す
ぐ
に
で

も
こ
こ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
も
ら

い
、
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
の
町
に
光
を
灯
し
て
欲
し

い
﹂
と
語
っ
た
。
︵
写
真
は
そ

の
ホ
テ
ル
と
そ
の
屋
上
か
ら
撮

影
し
た
大
槌
の
町
︶
。

カ
ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地
を
管

理
す
る
教
区
墓
地
委
員
会
︵
寝

占
敦
之
委
員
長
︶
で
は
、
墓
参

者
が
増
え
る
お
盆
を
機
会
に
墓

地
使
用
に
つ
い
て
の
守
る
べ
き

事
項
を
再
認
識
し
て
も
ら
お
う

と
教
区
報
に
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
唐

湊
墓
地 

使
用
規
定
﹂
と
﹁
カ

ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地
使
用
規
定

細
則
﹂
を
掲
載
す
る
こ
と
に
し

た
。こ

れ
は
唐
湊
墓
地
を
管
理
運

営
す
る
た
め
に
徴
収
し
て
い
る

墓
地
管
理
費
︵
年
一
回
、
三
千

円
︶
の
納
入
者
が
減
っ
て
い
る

た
め
。
そ
の
理
由
に
は
、
墓
地

使
用
権
利
を
有
し
て
い
る
父
母

や
親
戚
等
の
死
亡
等
に
よ
り
、

そ
の
近
親
者
が
継
承
す
る
際
に

正
規
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
な

か
っ
た
た
め
に
、
連
絡
が
取
れ

八
月
二
十
二
日
︵
月
︶
か
ら

二
十
六
日
︵
金
︶
ま
で
恒
例
の

﹁
夏
期
集
中
講
座
﹂が
開
か
れ
る
。

今
年
の
テ
ー
マ
は
﹁
あ
な
た
が

た
は
私
を
誰
だ
と
い
う
の
か
﹂
。

例
年
通
り
午
前
十
時
か
ら
正
午

重
要
だ
が
、
物
品
に
つ
い
て
は

ニ
ー
ズ
が
変
化
す
る
た
め
そ
の

情
報
を
ど
の
よ
う
に
入
手
し
、

教
区
内
に
連
絡
す
る
か

今
後
は
、
で
き
る
限
り
被

災
地
の
状
況
を
教
区
報
等
で
伝

え
、
各
自
、
各
教
会
で
支
援
し

て
い
る
事
柄
を
共
有
化
し
、
永

続
的
な
支
援
に
し
て
行
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
の
思
い
を
強
く
し

た
視
察
と
な
っ
た
。

な
く
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多

い
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
墓
地

委
員
会
で
は
﹁
三
年
間
、
管
理

費
を
納
入
し
て
い
な
い
墓
地
所

有
者
の
区
画
は
教
区
が
没
収
で

き
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
今
一
度
、
墓
地
使
用

規
定
と
同
細
則
を
読
ん
で
欲
し

い
﹂
と
願
っ
て
い
る
。
︻
四
面

に
規
定
と
細
則
を
掲
載
︼

ま
で
の
﹁
昼
の
部
﹂
と
午
後
七

時
か
ら
九
時
ま
で
の
﹁
夜
の
部
﹂

の
二
回
、
竹
山
昭
神
父
︵
紫
原

教
会
︶
に
よ
る
講
座
で
あ
る
。

場
所
も
例
年
通
り
ザ
ビ
エ
ル
教

会
一
階
ホ
ー
ル
を
使
用
し
、
受

講
料
も
受
講
回
数
に
関
係
な
く

一
人
五
百
円
。

受
講
申
込
は
﹁
氏
名
﹂
﹁
所

属
教
会
﹂
﹁
電
話
番
号
﹂
を
明

最
後
の
訪
問
地
は
釜
石
だ
っ

た
。
建
物
は
一
見
大
丈
夫
な
よ

う
に
見
え
た
が
、
近
づ
く
と
建

物
内
は
瓦
礫
の
山
に
な
っ
て
お

り
、
あ
ら
た
め
て
災
害
の
悲
惨

さ
を
確
認
し
た
。
釜
石
の
教
会

に
は
ベ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
二
人
か
ら
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
中
の
一
人
で

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
携
わ
っ

て
い
る
男
性
は
﹁
喫
茶
風
の
空

間
を
作
り
、
一
緒
に
お
茶
を
飲

み
な
が
ら
被
災
者
が
語
る
こ
と

に
耳
を
傾
け
て
い
る
。
こ
こ
で

は
長
く
留
ま
り
地
域
と
信
頼
関

係
を
築
く
こ
と
が
大
切
。
何
と

言
っ
て
も
話
を
聞
く
人
が
、
長

く
留
ま
る
人
が
い
な
い
の
だ
か

ら
﹂
と
語
っ
て
く
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
駆
け
足
の
視

察
を
終
え
、
十
二
日
︵
火
︶
夜

に
仙
台
に
戻
っ
た
私
は
、
翌

日
、
五
月
中
旬
か
ら
塩
釜
ベ
ー

ス
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
た
め
に

奉
仕
し
て
い
る
吉
野
教
会
の
小

河
原
恵
美
子
さ
ん
に
会
う
こ
と

が
で
き
た
。
小
河
原
さ
ん
に
よ

る
と
あ
る
東
京
の
教
会
は
、
軽

ト
ラ
ッ
ク
を
レ
ン
タ
ル
し
塩
釜

ベ
ー
ス
に
提
供
し
て
く
れ
て
い

る
と
い
う
。
何
か
鹿
児
島
の
教

会
が
で
き
そ
う
な
こ
と
の
ヒ
ン

ト
を
も
ら
っ
た
気
が
し
た
。

視
察
を
終
え
、
鹿
児
島
の
教

会
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み

た
。①

長
崎
教
会
管
区
で
協
力
し

合
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
或
い

は
ベ
ー
ス
を
設
置
で
き
な
い
か

②
既
存
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
や
ベ
ー
ス
に
人
材
を
継
続

的
に
派
遣
で
き
な
い
か

③
募
金
活
動
は
引
き
続
き

ザビエル上陸記念祭
8月15日（月）14時

鹿児島カテドラル・ザビエル記念聖堂

①平和の鐘を鳴らそう

鹿児島ユネスコ協会と協力して、終戦記念日

でもあるこの日、鹿児島の地にキリストの平和

のメッセージの象徴として鐘を打ち鳴らします。

②被昇天のマリアのミサ

聖ザビエルがいつも心の支えにしていたマリ

アの取次ぎを願いながら教区の発展と世界の平

和を祈ります。

③茶話会

ミサ参列後この日の思いを分かち合いましょ

う。（参加費無料）

教
区
本
部 

寝

占

敦

之

㊤壊滅的な大槌町の様子

㊦ベースに使って欲しいというホテル

カ
ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地
規
約
の
順
守
を

墓
地
委
員
会
か
ら
の
お
願
い

夏
期
集
中
講
座

二
十
二
日
か
ら

記
し
教
区
本
部
﹁
夏
期
集
中

講
座
﹂
係
へ
︵�

栫Z

九
九―

二
二
五―

〇
四
四
〇
︶

▼
中
野
裕
明
神
父

中
野
裕
明
神
父
︵
志
布
志
教

会
主
任
・
同
付
属
幼
稚
園
園
長
︶

は
、
八
月
一
日
付
で
神
学
生

養
成
者
と
し
て
日
本
カ
ト
リ
ッ

ク
神
学
院
福
岡
キ
ャ
ン
パ
ス
勤

務
。

教
区
人
事

▼
久
保
直
基
さ
ん

聖
マ
リ
ア
学
園
﹁
聖
母
幼
稚

園
﹂
久
保
直
基
副
園
長
は
、
八

月
一
日
付
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
大

隅
学
園
志
布
志
幼
稚
園
園
長
。

学
園
情
報
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［
Ａ
コ
ー
ス
日
程
］

8
月
7
日
︵
日
︶
日
本
巡
礼
団
と
合
流
、

ト
ゥ
イ
へ

8
月
8
日
︵
月
︶
全
体
会
、
出
発
の
ミ

サ
︵
ト
ゥ
イ
大
聖
堂
︶
、
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
へ
の
徒
歩
巡
礼
出
発
・
レ
ド
ン

デ
ラ
へ
︵
10
km
︶

8
月
9
日
︵
火
︶
ポ
ン
テ
ベ
ド
ラ
へ

︵
20
km
︶
、
ミ
サ

8
月
10
日
︵
水
︶
ポ
ル
タ
ス
へ
︵
25
km
︶
、

ミ
サ

8
月
11
日
︵
木
︶
パ
ド
ロ
ン
へ
︵
20
km
︶
、

ミ
サ
︵
聖
ヤ
コ
ブ
教
会
︶

8
月
12
日
︵
金
︶
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・

コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
へ
︵
25
km
︶
、
ミ

サ
︵
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
大
聖
堂
︶

8
月
13
日
︵
土
︶
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
自

由
8
月
14
日
︵
日
︶
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
自

由
8
月
15
日
︵
月
︶
Ｗ
Ｙ
Ｄ
派
遣
ミ
サ
、

バ
ス
で
マ
ド
リ
ー
ド
へ
移
動

［
Ａ
・
Ｂ
コ
ー
ス
共
通
日
程
］

8
月
15
日
︵
月
︶
マ
ド
リ
ー
ド
到
着

8
月
16
日
︵
火
︶
Ｗ
Ｙ
Ｄ
本
大
会
、
団

結
式
、
大
会
開
会
ミ
サ
︵
シ
ベ
レ
ス

広
場
︶

8
月
17
日
︵
水
︶
郡
山
司
教
に
よ
る
カ

テ
ケ
ー
ジ
ス
と
ミ
サ
、
ユ
ー
ス
フ
ェ

イ
エ
ス
さ
ま
は

﹁
わ
た
し
は
世
の
光

で
あ
る
﹂
︵
ヨ
ハ
ネ

8
・
12
︶
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
何
と
な

く
分
か
っ
た
よ
う
な

気
に
な
る
こ
の
言
葉

で
す
が
、
今
回
は
こ

の
﹁
光
﹂
と
い
う
言

葉
に
着
目
し
て
イ
エ

ス
さ
ま
が
語
ら
れ
た

こ
と
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

さ
て
、
通
常
、
私

た
ち
は
何
か
が
見
え

る
と
き
、
見
る
自
分
︵
主
体
︶
と
見

え
る
も
の
︵
客
体
︶
が
あ
る
か
ら
そ

の
何
か
が
見
え
る
、
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
正
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
実
は
、
何
か
が
見
え
る
と
き
に

は
必
ず
見
せ
る
光
が
あ
る
の
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
光
が
私
た
ち
に
何

か
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
、
と
言
え

る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に

あ
た
り
、
真
っ
暗
な
中
で
は
何
も
見

え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ

で
き
れ
ば
よ
く
分

か
っ
て
頂
け
る
と
思

い
ま
す
。
こ
う
し
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
冒

頭
の
イ
エ
ス
さ
ま
の

言
葉
を
も
う
一
度
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
々
の
生
活
の
中
で
私
た
ち
に
は

何
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
者
ゆ
え
に
信
仰
の
闇
に
覆

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
と
き
に
も
光
で

あ
る
イ
エ
ス
さ
ま
は
太
陽
の
よ
う
に

私
た
ち
を
照
ら
し
て
下
さ
っ
て
い
る

の
で
す
。
も
し
私
た
ち
が
目
を
瞑
っ

て
い
た
と
し
た
ら
、
光
を
感
じ
る
こ

と
は
で
き
て
も
周
り
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
も
し
私
た
ち

の
心
が
扉
で
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
す

る
な
ら
、
自
分
自
身
に
閉
じ
こ
も
っ

て
し
ま
う
の
な
ら
、
イ
エ
ス
さ
ま
の

光
は
私
た
ち
に
は
届
き
ま
せ
ん
。
実

の
と
こ
ろ
、
光
の
中
を
歩
む
の
も
光

か
ら
身
を
避
け
る
の
も
私
た
ち
次
第

な
の
で
す
。

困
難
な
中
に
あ
っ
て
自
分
は
目
を

瞑
っ
て
な
い
か
、
私
た
ち
を
導
い
て

下
さ
る
光
で
あ
る
イ
エ
ス
さ
ま
に
心

が
向
け
ら
れ
て
い
る
か
、
こ
う
し
た

こ
と
を
問
う
て
こ
そ
私
た
ち
は
福
音

を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
イ
エ
ス
さ
ま
は
真
に

﹁
世
の
光
﹂
な
の
で
す
。
私
た
ち
の

歩
み
を
い
つ
も
照
ら
し
て
下
さ
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
光
は

私
た
ち
に
と
っ
て
も
最
も
よ
い
道
に

導
い
て
下
さ
る
の
で
す
。

スーさんの「やさしいみ言葉」②

世 の 光

俳 

句
出
水
市 

沖 
 

弘
子

七
夕
や
マ
リ
ア
に
託
す
願
ひ
事

純
心
学
園 

山
頭 

信
子

栗
の
花
モ
ッ
プ
で
掃
き
だ
め
す
る
シ

ス
タ
ー

純
心
学
園 

川
上 
 

和

夕
日
着
る
富
士
の
裾
野
の
空
の
旅

愛
光
園 

春
山
マ
リ
子

友
だ
ち
が
み
ん
な
立
ち
去
り
夏
の
雲

鹿
児
島
市 

徳
永
ノ
ブ
子

梅
雨
明
け
て
ミ
サ
え
と
吉
野
路
す
が

し
朝

霧
島
市 

政 

ノ
ブ
子

笹
竹
に
吊
す
短
冊
祈
り
込
め

短 

歌純
心
学
園 

川
上 
 

和

葉
月
来
る
ザ
ビ
エ
ル
祭
の
祇
園
之
洲

ザ
ビ
エ
ル
蒔
き
し
種
を
育
て
む

奄
美
市 

林 
 

常
広

夫
婦
っ
て
面
白
い
ね
と
昼
寝
時
家
事

は
あ
な
た
と
妻
の
夢
見
る

奄
美
市 

林 
 

明
子

弱
さ
ゆ
え
わ
ら
え
な
く
て
も
だ
き
し

め
る
子
ど
も
の
笑
顔
夫
の
笑
顔

鴨
池
教
会 

前
田 

儀
子

も
の
云
は
ぬ
人
形
の
ド
ラ
マ
描
く
わ

れ
を
窓
の
空
よ
り
半
月
の
ぞ
く

愛
光
園 

春
山
マ
リ
子

大
好
き
な
パ
パ
は
ど
こ
へ
と
消
え
た

か
な
別
れ
て
遠
い
昔
を
思
う

詩

み
は
ら 

せ
い

雨
の
音

雨
が
小
降
り
に
な
る
の
を
待
っ
て

ポ
ス
ト
に
向
か
っ
た
ら

い
き
な
り

イ
エ
ス
、
マ
リ
ア
、
ヨ
ゼ
フ
と

傘
を
叩
く
雨
の
音
に

イ
エ
ス
、
マ
リ
ア
、
ヨ
ゼ
フ

イ
エ
ス
、
マ
リ
ア
、
ヨ
ゼ
フ
と

リ
ズ
ム
を
合
わ
せ
て
歩
い
た

文

芸

ポ
ル
ト
ガ
ル スペイン

ＷＹＤ会場

マドリード

サンティアゴ・デ・コンポステーラ

トゥイ
サンティアゴ・デ・

コンポステーラ

8月 12 日

パドロン

8月 11日

トゥイ

8月 7日

レドンデラ

8月 8日

ポンテベドラ

8月 9日

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ａコース参加者の徒歩巡礼

レドンデラからサンティアゴ

ポルタス

8月 10

ス
テ
ィ
バ
ル

8
月
18
日
︵
木
︶
幸
田
司
教
に
よ
る
カ

テ
ケ
ー
ジ
ス
と
ミ
サ
、
教
皇
歓
迎
式

典
︵
シ
ベ
レ
ス
広
場
︶
、
ユ
ー
ス
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル

8
月
19
日
︵
金
︶
押
川
司
教
に
よ
る

カ
テ
ケ
ー
ジ
ス
と
ミ
サ
、
大
塚
司
教

に
よ
る
﹁
十
字
架
の
道
行
き
﹂
の
講

話
、
十
字
架
の
道
行
き
︵
シ
ベ
レ
ス

広
場
︶

8
月
20
日
︵
土
︶
神
学
生
と
教
皇
の
集

い
、
教
皇
と
共
に
夕
べ
の
祈
り
、
聖

体
礼
拝 

※
野
宿

8
月
21
日
︵
日
︶
派
遣
ミ
サ
︵
教
皇
司
式
︶

8
月
22
日
︵
月
︶
日
本
巡
礼
団
振
り
返

り
の
日

8
月
23
日
︵
火
︶
日
本
巡
礼
団
解
散
、

鹿
児
島
か
ら
の
巡
礼
団
は
パ
ン
プ

ロ
ー
ナ
、
マ
ド
リ
ー
ド
巡
礼
へ

お
祈
り
下
さ
い
！
Ｗ
Ｙ
Ｄ
参
加
者
の
た
め

教
区
か
ら
ス
ペ
イ
ン
へ
青
年
14
人
を
派
遣

8
月
に
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ド
リ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
る
Ｗ
Ｙ
Ｄ
︵
ワ
ー
ル
ド
ユ
ー

ス
デ
ー
︶
に
鹿
児
島
教
区
か
ら
14
人
の
青
年
と
郡
山
司
教
を
は
じ
め
と
す
る
5

人
の
同
伴
者
が
参
加
す
る
。
特
に
ト
ゥ
イ
か
ら
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
を
目
指
す
徒
歩

巡
礼
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
Ａ
コ
ー
ス
に
参
加
す
る
青
年
10
人
は
、
郡
山
司
教

た
ち
同
伴
者
と
と
も
に
百
キ
ロ
の
道
を
5
日
間
で
歩
く
。
大
会
の
成
功
と
参
加
者

た
ち
の
成
長
の
た
め
、
大
会
の
日
程
に
合
わ
せ
て
祈
り
を
さ
さ
げ
て
欲
し
い
。

●

パンプローナ
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七
月
十
三
日
︵
水
︶
学
校
法

人
カ
ト
リ
ッ
ク
大
隅
学
園
﹁
鹿

屋
カ
ト
リ
ッ
ク
幼
稚
園
﹂
︵
田

島
信
三
園
長
︶
で
は
、
幼
稚
園

創
立
五
十
周
年
の
記
念
式
典
を

挙
行
し
た
。

鹿

屋

の

地

に

カ

ト

リ

ッ

ク
幼
稚
園
が
産
声
を
上
げ
た

の
は
、
一
九
六
二
年
︵
昭
和

三
十
七
︶
三
月
の
こ
と
。
こ
れ

は
一
九
五
八
年
か
ら
種

子
島
、
屋
久
島
を
含
む

大
隅
地
区
を
担
当
す
る
よ

う
に
な
っ
た
聖
ザ
ベ
リ
オ

宣
教
会
の
働
き
に
よ
っ
て

だ
っ
た
。
同
会
が
大
隅
地

区
を
担
当
し
始
め
た
当
時

は
、
宮
崎
か
ら
ペ
ル
リ
ー

ニ
神
父
や
デ
ィ
ナ
ポ
リ
神

父
が
巡
回
し
宣
教
司
牧
し

て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
六

〇
年
に
な
る
と
当
時
の

ル
カ
管
区
長
は
ホ
ケ
ザ
ト

神
父
を
鹿
屋
に
派
遣
、
ホ

ケ
ザ
ト
神
父
は
民
家
を

仮
教
会
と
し
て
使
用
し
な

が
ら
教
会
建
設
に
乗
り
出

し
、
一
九
六
二
年
三
月
に

教
会
献
堂
に
至
っ
た
。
そ

母
体
で
あ
る
鹿
児
島
教
区
を
代

表
し
て
郡
山
司
教
が
挨
拶
に
立

ち
、
﹁
こ
こ
で
子
ど
も
た
ち
に

愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
を

与
え
て
あ
げ
た
い
﹂
と
子
ど
も

た
ち
に
対
す
る
こ
の
施
設
の
想

い
を
紹
介
し
た
。

3
日
︵
水
︶
ル
ー
シ
ン
神
父
命
日
︵
一
九
九
四
年
︶

4
日
︵
木
︶
レ
ヒ
ナ
神
父
叙
階
記
念
日
︵
一
九
六
〇
年
︶

5
日
︵
金
︶
Ｗ
Ｙ
Ｄ
始
ま
る
・
～
29
日

6
日
︵
土
︶
主
の
変
容

▼
カ
ト
リ
ッ
ク
平
和
旬
間
始
ま
る
︵
～
15
日
ま
で
︶

7
日
︵
日
︶
年
間
第
十
九
主
日

▼
小
平
卓
保
神
父
命
日
︵
二
〇
〇
五
年
︶

8
日
︵
月
︶
田
原
章
神
父
霊
名
︵
聖
ド
ミ
ニ
コ
︶

10
日
︵
水
︶
聖
ラ
ウ
レ
ン
チ
オ
助
祭
殉
教
者

14
日
︵
日
︶
年
間
第
二
十
主
日

15
日
︵
月
︶
聖
母
の
被
昇
天

▼
ザ
ビ
エ
ル
上
陸
記
念
祭
・
カ
テ
ド
ラ
ル
・
14
時

21
日
︵
日
︶
年
間
第
二
十
一
主
日

22
日
︵
月
︶
夏
期
講
座
・
ザ
ビ
エ
ル
教
会
ホ
ー
ル
・
～
26
日

24
日
︵
水
︶
聖
バ
ル
ト
ロ
マ
イ
使
徒

28
日
︵
日
︶
年
間
第
二
十
二
主
日

▼
ペ
ル
リ
ー
ニ
神
父
命
日
︵
二
〇
〇
八
年
︶

8
月
の
会

と

催

し

し
て
鹿
屋
カ
ト
リ
ッ
ク
幼
稚
園

は
、
教
会
の
誕
生
と
ほ
ぼ
時
を

同
じ
く
し
て
産
声
を
上
げ
た
。

記
録
に
よ
る
と
﹁
聖
堂
を
園
舎

に
あ
て
た
が
手
狭
だ
っ
た
た
め

大
急
ぎ
で
園
舎
の
建
設
に
乗
り

出
し
、
六
月
に
完
成
。
四
十
人

の
園
児
を
収
容
し
た
﹂
と
な
っ

て
い
る
。

こ
の
日
、
午
前
十
時
半
か

ら
園
庭
で
始
め
ら
れ
た
﹁
創
立

五
十
周
年
記
念
式
典
﹂
は
、
わ

ず
か
一
時
間
た
ら
ず
と
短
い
も

の
だ
っ
た
が
、
す
べ
て
が
園
児

た
ち
に
向
け
ら
れ
た
園
児
た
ち

が
主
役
と
い
う
も
の
。
園
児
た

ち
が
﹁
鹿
屋
カ
ト
リ
ッ
ク
幼
稚

園
歌
﹂
を
歌
い
、
神
さ
ま
に
お

礼
の
祈
り
を
さ
さ
げ
、
そ
し
て

父
母
の
会
か
ら
園
児
た
ち
に
新

し
い
遊
具
が
贈
呈
さ
れ
る
と
い

う
具
合
だ
っ
た
。
ま
さ
に
同
幼

稚
園
初
の
司
祭
以
外
の
園
長
に

就
任
し
た
田
島
信
三
さ
ん
な
ら

で
は
の
発
想
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
。挨

拶

に

立

っ

た

田

島

園

長
は
、
父
母
会
か
ら
贈
ら
れ

た
新
し
い
遊
具
に
つ
い
て
も

﹁
ち
ょ
っ
ぴ
り
危
険
そ
う
、
で

も
冒
険
が
あ
る
遊
具
。
安
全
に

楽
し
ん
で
﹂
と
子
ど
も
た
ち
に

説
明
。
そ
の
後
、
子
ど
も
た
ち

は
田
島
園
長
の
奏
で
る
ギ
タ
ー

の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
﹁
イ
エ
ス

さ
ま
が
一
番
﹂
を
元
気
よ
く
歌

い
、
来
賓
者
を
見
送
っ
た
。

▼
あ
っ
ち
こ
っ
ち
ミ
サ

全
国
に
広
が
る
青
年
た
ち
が

同
じ
日
、
同
じ
時
刻
に
ミ
サ
を

さ
さ
げ
て
絆
を
感
じ
合
お
う
と

い
う
﹁
あ
っ
ち
こ
っ
ち
ミ
サ
﹂

が
六
月
二
十
六
日
︵
日
︶
さ
さ

げ
ら
れ
た
。
こ
の
日
、
鹿
児
島

で
は
ザ
ビ
エ
ル
教
会
に
十
人
ほ

ど
の
若
者
が
集
い
、
石
田
望
、

泉
浩
二
の
両
青
年
担
当
司
祭
の

司
式
の
ミ
サ
で
全
国
の
青
年
と

心
を
一
つ
に
し
た
。

▼
愛
の
聖
母
園
の
子
ど
も
た
ち

七
月
九
日
︵
土
︶
愛
の
聖

母
園
の
小
学
校
高
学
年
の
錬
成

会
が
教
区
本
部
で
あ
り
、
盛
克

志
神
父
の
指
導
の
も
と
﹁
い
の

ち
﹂
を
テ
ー
マ
に
熱
心
に
勉
強

し
た
。

八
月
と
い
え
ば
、
六
日
と
九
日
、
広
島
と
長
崎

へ
の
原
爆
投
下
に
続
く
十
五
日
の
終
戦
。
敗
戦
と

呼
ぶ
人
も
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
が
自

由
に
な
っ
た
日
。
お
隣
韓
国
で
は
長
い
植
民
地
時

代
終
結
に
よ
る
独
立
が
実
現
し
た
日
。
そ
し
て
、

特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
と
っ
て
は
、
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
聖
母
被
昇
天
と
ザ
ビ
エ
ル
様
鹿
児
島
上

陸
の
記
念
日
。
平
和
の
月
だ
。

と
も
あ
れ
、
記
念
す
る
こ
と
は
多
い
が
、
今
年

は
も
う
一
つ
あ
る
。
マ
ド
リ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
る

ワ
ー
ル
ド
ユ
ー
ス
デ
ー
。
約
二
百
万
人
も
の
若
者

が
集
う
。
日
本
か
ら
の
参
加
者
は
四
百
人
近
く
に

上
る
。
本
大
会
は
十
六
日
～
二
十
一
日
だ
が
、
そ

れ
ま
で
は
小
教
区
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
日
本
の
場
合
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
巡
礼
を
す

る
。
使
徒
聖
ヤ
コ
ブ
の
お
墓
が
あ
る
サ
ン
チ
ャ
ゴ
・

デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
を
目
指
す
あ
の
巡
礼
だ
が
、

ピ
レ
ネ
ー
山
を
越
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
道
で
は
な

く
、
南
か
ら
北
上
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
道
。
全
行

程
約
百
キ
ロ
を
約
百
五
十
人
の
若
者
と
五
日
間
か

け
て
歩
く
。
鹿
児
島
か
ら
は
本
大
会
だ
け
の
参
加

者
四
人
を
除
い
た
若
者
十
人
と
同
伴
者
四
人
が
挑

戦
す
る
。

Ｗ
Ｙ
Ｄ
は
、
本
来
、
巡
礼
。
つ
ま
り
、
信
仰
を

同
じ
く
す
る
世
界
の
若
者
の
祭
典
で
あ
る
と
同
時

に
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
復
活
の
神
秘
を
祝
う
巡

礼
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

毎
年
受
難
の
主
日
が
世
界
青
年
の
日
と
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
頷
け
る
。

十
二
回
目
と
な
る
今
回
の
テ
ー
マ
は
﹁
キ
リ
ス

ト
に
根
ざ
し
て
生
き
る
。
﹂
そ
う
で
な
い
現
実
が
、

日
本
を
含
め
、
特
に
西
側
諸
国
で
は
顕
著
に
見
ら

れ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
未
来
の
希
望
で
あ
る
若

者
た
ち
に
何
と
か
本
物
の
信
仰
と
出
合
っ
て
欲
し

い
と
い
う
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
主
催
者
で

あ
る
バ
チ
カ
ン
か
ら
は
カ
テ
ケ
ー
ジ
ス
の
た
め
の

資
料
も
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

十
六
世
は
、
神
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
今
日
の
文

化
を
﹁
神
の
欠
落
﹂
と
評
し
、
﹁
そ
れ
は
一
種
の

記
憶
喪
失
﹂
だ
と
説
か
れ
た
。
か
つ
て
は
記
憶
に

あ
っ
た
も
の
が
今
は
失
わ
れ
た
状
態
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
何
と
か
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
感
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
巡
礼
を
通
し
て
、
若
者
た
ち
が
命
の
源
で

あ
る
神
と
出
会
い
、
毎
日
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
も
父
な
る
神
ご
自
身
だ
と
い
う
体
験
が
で

き
る
な
ら
、
忘
れ
て
い
た
父
へ
の
回
帰
が
実
現
す

る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
御
父
か
ら
送
ら
れ

た
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
も
深
ま
り
、
新
た
な
人
生

が
始
ま
る
。
そ
ん
な
教
皇
の

期
待
は
教
会
み
ん
な
の
祈
り

だ
。
同
じ
祈
り
の
う
ち
に
、

若
者
た
ち
と
巡
礼
の
道
を
歩

い
て
き
た
い
。

司
教
執
務
室
便
り

若

者

た

ち

と

巡

礼

道

児
童
養
護
施
設
の
社
会
福
祉

法
人
善
き
牧
者
会
﹁
愛
の
聖
母

園
﹂
︵
小
牟
田
久
美
子
園
長
︶

で
は
、
七
月
十
二
日
︵
火
︶
施

設
見
学
会
を
開
い
た
。

こ
れ
は
﹁
社
会
福
祉
施
設
等

耐
震
化
等
整
備
事
業
﹂
に
よ
り

一
昨
年
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た

四
つ
の
児
童
棟
と
心
理
室
、
学

習
室
を
備
え
る
多
目
的
棟
建
設

工
事
が
今
年
の
三
月
終
了
し
た

の
を
受
け
、
県
や
社
会
福
祉
法

人
関
係
者
、
同
園
の
子
ど
も
た

ち
が
通
う
学
校
関
係
者
な
ど
に

紹
介
す
る
た
め
。

午
前
十
時
か
ら
始
め
ら
れ
た

式
典
で
は
、
こ
の
施
設
の
経
営

●マリア山荘霊性センター黙想会 ① 8月 13 日

（土）16 時～ 14 日（日）15 時 「聖母マリア

の信仰」 寝占敦之神父（教区本部） ② 8月

27 日（土）16 時～ 28 日（日）15 時 「典礼

と霊性」Ｊ・サンタマリア神父（国分教会）

※㈰㈪ともに部分参加、日帰り可能。申込・

問合せはマリア山荘まで（� 0995-58-2994 ／��

0995-58-4320）

●ホリスティック・スピリチュアルケア講座「ホ

リスティック聖書講座」 創世記Ⅳ「誤解を

祝福に変える」 8月 23 日（火）18 時 30 分～

20 時 30 分 ザビエル教会集会室 500 円 ＊

聖書持参のこと。� 090-5739-4650（松崎）

●宣教学校勉強会 8月 6日（土）13 時 30 分～

16 時（毎月第 1 土曜日に実施） テキストを

読み、分かち合い 教区本部 2Ｆ会議室 ※

どなたでも出席可

集いと研修

園
児
の
笑
顔
で
い
っ
ぱ
い
！

鹿
屋
カ
ト
リ
ッ
ク
幼
稚
園
が
創
立
五
十
年
を
祝
う

新
し
い
施
設
お
披
露
目

愛
の
聖
母
園

9
月
11
日
︵
日
︶
ザ
ビ
エ
ル
教
会
で
開
催
さ
れ
る
今
回
の
教
区

フ
ェ
ス
タ
で
は
﹁
教
区
の
日 

特
別
講
演
﹂
と
題
し
、
韓
国
の
教

会
を
牽
引
し
て
い
る
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
車
神
父
︵
仁
川
教
区
・
未
来

司
牧
セ
ン
タ
ー
︶
の
お
話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

①
10
時
30
分
～
11
時
40
分

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
講
演

②
13
時�

�
�
�

～
15
時
40
分

午
後
の
講
演

③
16
時�

�
�
�

～�
�
�
�
�
�
�
�

司
教
ミ
サ

※
詳
細
は
後
日
、
参
加
申
込
用
紙
と
と
も
に
主
任
司
祭
宛
送
付
。

9
月
11
日
・
テ
ー
マ
﹁
福
音
宣
教
﹂

教

区

の

日

を

み

ん

な

で

心
理
室
等
の
あ
る
多
目
的
棟
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︵
制
定
の
目
的
︶

第
一
条 

こ
の
規
定
は
、
宗

教
法
人
カ
ト
リ
ッ
ク
鹿
児
島
司

教
区
が
所
有
し
、
管
理
す
る
カ

ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地
の
使
用
に

関
し
て
の
明
確
な
基
準
を
定
め

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

︵
使
用
の
承
認
︶

第
二
条 

墓
地
を
使
用
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
所
属
小

教
区
の
主
任
司
祭
に
申
し
出

て
、
当
該
小
教
区
の
墓
地
委
員

を
通
し
て
教
区
事
務
所
へ
墓
地

使
用
権
申
請
書
を
提
出
し
、
墓

地
管
理
者
︵
職
務
代
理
者
は
墓

地
担
当
司
祭
︶
の
承
認
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

墓
地
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
こ
の
規
定
お
よ
び

細
則
等
に
従
い
、
誠
実
に
使

用
す
る
旨
を
所
定
の
誓
約
書
に

自
署
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

︵
使
用
の
目
的
︶

第
三
条 

墓
地
は
、
遺
骨
・

遺
品
・
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

も
の
を
安
置
す
る
目
的
以
外

に
は
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な

第
十
条 

墓
地
の
使
用
を
承

認
さ
れ
た
者
、
ま
た
は
そ
の
継

承
人
が
正
当
な
事
由
な
く
本
規

定
お
よ
び
細
則
等
に
違
反
し
た

場
合
に
は
、
墓
地
管
理
者
は
、

そ
の
使
用
の
承
認
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

︵
譲
渡
・
転
売
・
転
貸
の
禁
止
︶

第
十
一
条 

墓
地
の
使
用
者

は
、
そ
の
使
用
権
を
第
三
者
に

譲
渡
・
転
売
・
転
貸
し
て
は
な

ら
な
い
。

︵
墓
地
管
理
者
︶

第
十
二
条 

墓
地
の
管
理
者

は
教
区
司
教
で
あ
る
。
但
し
、

実
際
の
職
務
は
司
教
が
任
命

し
た
墓
地
担
当
司
祭
が
代
理
す

る
。

︵
墓
地
台
帳
等
の
書
類
の
保
存
︶

第
十
三
条 

墓
地
管
理
者

は
、
教
区
事
務
所
に
墓
地
管
理

い
。

︵
使
用
者
の
資
格
︶

第
四
条 

墓
地
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
鹿
児
島
司
教
区
に
所
属

す
る
信
者
、
お
よ
び
墓
地
管
理

者
が
特
別
に
認
め
た
者
に
対
し

て
、
そ
の
使
用
を
承
認
す
る
。

︵
墓
地
使
用
の
継
承
︶

第
五
条 

墓
地
使
用
の
継
承

に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
発

生
し
た
場
合
、
継
承
人
は
所
属

す
る
小
教
区
の
墓
地
委
員
を
通

し
て
、
教
区
事
務
所
に
備
え
付

け
の
継
承
使
用
誓
約
書
に
自
署

押
印
し
、
継
承
手
続
き
を
す
る
。

但
し
、
継
承
人
が
い
な
い
場
合

に
は
墓
地
委
員
会
で
継
承
に
つ

い
て
協
議
す
る
。

︵
使
用
区
画
の
原
則
︶

第
六
条 

墓
地
の
使
用
は
原

則
と
し
て
一
区
画
と
す
る
。
但

し
、
墓
地
管
理
者
は
墓
地
委
員

会
で
協
議
の
う
え
、
一
区
画
以

上
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

2 

使
用
区
画
に
つ
い
て

は
、
使
用
申
請
者
と
墓
地
管
理

者
と
が
協
議
し
、
選
定
す
る
。

︵
使
用
権
利
等
︶

第
七
条 

墓
地
を

使
用
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
使
用
権
利
金

お
よ
び
墓
地
管
理
費

を
納
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2 

前
項
の
規
定

に
よ
る
既
納
の
権
利

金
お
よ
び
墓
地
管
理

費
は
返
還
し
な
い
。

3 

使
用
権
利
金

お
よ
び
墓
地
管
理
費

に
つ
い
て
は
、
細
則

を
定
め
る
。

4 

所
定
の
使
用

権
利
金
を
納
入
し
た

者
に
、
墓
地
管
理

台
帳
を
常
備
し
、
整
理
保
存
す

る
。
ま
た
、
受
理
し
た
埋
葬
許

可
証
等
の
書
類
も
所
定
の
期
間

︵
五
年
間
︶
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

︵
墓
地
委
員
会
︶

第
十
四
条 

墓
地
管
理
者

は
、
墓
地
の
適
正
な
維
持
管
理

運
営
の
た
め
の
諮
問
機
関
と
し

て
墓
地
委
員
会
を
設
置
す
る
。

2 

墓
地
委
員
は
、
鹿
児
島

市
内
の
各
教
会
の
主
任
司
祭
が

各
々
一
人
の
信
徒
を
推
薦
し
、

教
区
司
教
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

る
。3 

墓
地
委
員
の
任
期
は
四

年
間
と
す
る
。
但
し
、
再
任
は

妨
げ
な
い
。

4 

墓
地
委
員
会
は
原
則
と

し
て
年
一
回
開
催
さ
れ
、
墓
地

の
管
理
状
況
の
報
告
が
な
さ

が
設
置
さ
れ
、
﹁
墓
全
体
の
景

観
が
損
な
わ
れ
て
い
る
﹂
と
い

う
使
用
者
達
の
非
難
の
声
を
配

慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

︵
納
骨
手
続
︶

第
七
条 

納
骨
す
る
場
合
に

は
、
地
方
自
治
体
発
行
の
死
体

埋
︵
火
︶
葬
許
可
証
の
ほ
か
、

者
は
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地

使
用
権
利
証
﹂
を
発
行
す
る
。

︵
法
式
等
の
制
約
︶

第
八
条 

墓
地
に
お
け
る
祭

儀
法
式
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

が
定
め
る
法
式
に
従
い
行
う
も

の
と
す
る
。

︵
墓
地
使
用
権
の
放
棄
︶

第
九
条 

墓
地
の
使
用
権
を

放
棄
し
た
い
時
は
、
墓
地
管
理

者
に
申
し
出
て
、
所
定
の
放
棄

届
書
に
自
署
押
印
し
、
無
条
件

で
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

︵
使
用
承
認
の
取
り
消
し
︶

所
定
の
納
骨
届
︵
第
六
号
様
式
︶

を
墓
地
管
理
者
に
提
出
す
る
。

2 

焼
骨
の
分
骨
を
納
骨
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
焼
骨
の
埋

蔵
ま
た
は
収
蔵
の
事
実
を
証
明

す
る
書
類
︵
地
方
自
治
体
発
行

の
死
体
埋
︵
火
︶
葬
許
可
証
ほ

か
︶
と
納
骨
届
︵
前
項
︶
を
墓

地
管
理
者
に
提
出
す
る
。

︵
焼
骨
の
持
ち
出
し
︶

第
八
条 

収
蔵
し
た
焼
骨
を

他
へ
持
ち
出
す
場
合
に
は
、
焼

骨
持
出
届
︵
第
七
号
様
式
︶
お

よ
び
地
方
自
治
体
発
行
の
改
葬

許
可
証
︵
写
し
︶
を
墓
地
管
理

者
に
提
出
し
た
後
、
持
ち
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

︵
そ
の
他
︶

第
九
条 

墓
地
使
用
に
必
要

な
事
項
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

別
に
定
め
る
。

附
則

1

こ

の

施

行

細

則

は
、
一
九
九
九
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

墓
地
の
規
格
︵
左
図
︶

カ
ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地 

使
用
規
定

︵
趣
旨
︶

第
一
条 

カ
ト
リ
ッ
ク
唐
湊

墓
地
使
用
規
定
︵
以
下
﹁
規
定
﹂

と
い
う
︶
第
二
条
お
よ
び
第
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
手

続
き
等
に
関
す
る
事
項
お
よ
び

使
用
権
利
金
、
墓
地
管
理
費
の

額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
細
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
ま
た
、

規
定
の
施
行
に
必
要
な
事
項
も

細
則
に
定
め
る
。

︵
使
用
承
認
手
続
き
︶

第
二
条 

規
定
第
二
条
に
よ

り
墓
地
の
使
用
を
願
い
出
る
者

は
、
所
定
の
墓
地
使
用
権
申
請

書
︵
第
一
号
様
式
︶
お
よ
び
誓

約
書
︵
第
二
号
様
式
︶
を
教
区

事
務
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2 

墓
地
管
理
者
は
、
そ
の

使
用
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地
使
用
権

利
証
︵
第
三
号
様
式
︶
を
交
付

す
る
。

︵
墓
地
使
用
の
継
承
︶

第
三
条 

規
定
第
五
条
に
基

づ
く
継
承
人
は
、
所
定
の
継
承

使
用
誓
約
書
︵
第
四
号
様
式
︶

を
教
区
事
務
所
に
提
出
し
、
継

承
手
続
き
を
す
る
。

2 

継
承
人
は
、
民
法
第

八
九
七
条
の
定
め
る
墳
墓
の
使

用
権
を
継
承
す
る
者
で
あ
る
。

但
し
、
特
別
の
事
由
に
よ
り
、

親
族
ま
た
は
血
縁
者
が
継
承
す

る
こ
と
を
墓
地
管
理
者
は
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵
使
用
権
利
金
お
よ
び
墓
地

管
理
費
の
金
額
︶

第
四
条 

規
定
第
七
条
に
基

づ
く
墓
地
使
用
権
利
金
お
よ
び

墓
地
管
理
費
の
金
額
は
、
以
下

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

墓
地
使
用
権
利
金 

三
十
万

円 

墓
地
管
理
費 

毎
年
三
千

円
︵
但
し
二
年
毎
に
見
直
す
︶

2 

前
項
の
墓
地
管
理
費

は
、
三
年
分
ま
で
前
納
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

3 

第
一
項
の
墓
地
管
理
費

が
三
年
以
上
納
入
さ
れ
な
い
時

は
、
墓
地
使
用
の
意
思
が
な
い

も
の
と
見
な
し
、
墓
地
管
理
者

は
使
用
権
放
棄
の
手
続
き
を
行

う
。

︵
使
用
権
の
放
棄
︶

第
五
条 

墓
地
の
使
用
を
放

棄
し
た
い
時
は
、
所
定
の
放
棄

届
出
書
︵
第
五
号
様
式
︶
を
墓

地
管
理
者
に
提
出
し
、
無
条
件

で
返
還
す
る
。
そ
の
際
、
使
用

者
は
自
己
の
責
任
に
お
い
て
既

存
の
墓
石
等
を
撤
去
し
、
原
状

回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

︵
墓
石
の
設
置
︶

第
六
条 

墓
石
等
は
、
必
ず

こ
の
細
則
に
提
示
さ
れ
て
い
る

規
格
に
従
っ
て
作
製
し
、
そ
れ

を
設
置
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
一

部
、
キ
リ
ス
ト
教
に
馴
染
ま
な

い
も
の
や
形
状
等
が
他
と
比
較

し
て
突
出
し
て
い
る
も
の
な
ど

カ
ト
リ
ッ
ク
唐
湊
墓
地

使
用
規
定
施
行
細
則

れ
、
ま
た
必
要
な
場
合
に
は
規

定
の
見
直
し
、
改
正
な
ど
に
つ

い
て
審
議
し
、
墓
地
管
理
者
に

答
申
す
る
。

︵
清
掃
管
理
業
務
の
委
託
︶

第
十
五
条 

墓
地
管
理
者

は
、
墓
地
の
清
掃
管
理
業
務
を

指
定
の
業
者
と
委
託
契
約
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

︵
そ
の
他
︶

第
十
六
条 

こ
の
規
定
の
施

行
に
必
要
な
事
項
は
、
別
に
施

行
細
則
に
定
め
る
。

附
則1 

こ

の

規

定

は
、

教

区

司

教

の

認

可

を

受

け

て
、
一
九
九
九
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。


